
 

 

 

 

 

令和５年３月 
 

 

 

 

 

 

 

教育委員会定例会議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市教育委員会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年３月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和５年３月２０日（月） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議事件 

議案第３１号 新潟市立図書館協議会運営規則の一部改正について･･･１ 

議案第３２号 新潟市教育委員会組織規則の一部改正について･･･････１ 

議案第３３号 新潟市教育委員会公印規則の一部改正について･･･････１ 

議案第３４号 新潟市学校給食センター条例施行規則の 

       一部改正について･････････････････････････････････１ 

議案第３５号 新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例 

       施行規則の制定について･･･････････････････････････１ 

議案第３６号 新潟市死者情報の開示に関する条例施行規則の 

       制定について･････････････････････････････････････１ 

議案第３７号 新潟市教育委員会情報通信技術の活用に関する規程の 

       一部改正について･････････････････････････････････１ 

議案第３８号 教育財産の用途廃止について･････････････････････１６ 

議案第３９号 事務局及び機関の長の人事について･･･････････････１７ 

 

第３ 報告 

・新型コロナウイルス感染状況について･････････････････････当日配布 

・令和４年度新潟市二十歳のつどいアンケート集計結果について･････１ 

 

第４ 次回日程 

 ４月定例会 令和 ５年 ４月２０日（木）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

付議事件 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【
令

和
5
年

3
月

定
例

会
】

教
育

委
員

会
規

則
等

の
一

部
改

正
・

制
定

に
つ

い
て

議
案

番
号

規
則

等
名

称
改

廃
区

分
制

定
・

改
正

内
容

施
行

日
所

管
所

属
資

料
掲

載
頁

議
案

第
3
1
号

新
潟

市
立

図
書

館
協

議
会

運
営

規
則

一
部

改
正

○
各

図
書

館
協

議
会

を
廃

止
し

、
新

潟
市

立
図

書
館

協
議

会
を

設
置

　
（

条
例

は
、

令
和

４
年

１
２

月
議

会
で

可
決

済
み

）
R
5
.
4
.
1
中

央
図

書
館

付
議

2

議
案

第
3
2
号

新
潟

市
教

育
委

員
会

組
織

規
則

一
部

改
正

○
各

図
書

館
協

議
会

の
廃

止
に

伴
い

一
部

改
正

○
教

職
員

住
宅

売
却

に
伴

い
一

部
改

正
R
5
.
4
.
1
中

央
図

書
館

教
育

職
員

課
付

議
5

議
案

第
3
3
号

新
潟

市
教

育
委

員
会

公
印

規
則

一
部

改
正

○
各

図
書

館
協

議
会

の
廃

止
に

伴
い

一
部

改
正

R
5
.
4
.
1
中

央
図

書
館

付
議

7

議
案

第
3
4
号

新
潟

市
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
条

例
施

行
規

則
一

部
改

正
○

小
須

戸
幼

稚
園

の
閉

園
に

よ
る

一
部

改
正

　
（

条
例

は
、

令
和

４
年

１
２

月
議

会
で

可
決

済
み

）
R
5
.
4
.
1
保

健
給

食
課

付
議

1
0

議
案

第
3
5
号

新
潟

市
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

施
行

規
則

制
定

○
「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

以
下

「
法

と
い

う
」

。
）

」
等

に
つ

い
て

改
正

等
が

行
わ

れ
、

国
に

よ
る

一
元

的
な

監
視

監
督

の
下

で
運

営
す

る
こ

と
と

な
っ

た
た

め
、

新
潟

市
個

人
情

報
保

護
条

例
の

廃
止

に
伴

い
変

更
す

る
も

の
　

（
条

例
は

、
市

長
部

局
よ

り
令

和
５

年
２

月
議

会
へ

提
案

）

R
5
.
4
.
1
教

育
総

務
課

付
議

1
2

議
案

第
3
6
号

新
潟

市
死

者
情

報
の

開
示

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

制
定

○
法

で
は

「
生

存
す

る
」

個
人

に
関

す
る

情
報

と
し

、
死

者
の

情
報

は
個

人
情

報
に

含
ま

れ
な

い
た

め
新

た
に

制
定

　
（

条
例

は
、

市
長

部
局

よ
り

令
和

５
年

２
月

議
会

へ
提

案
）

R
5
.
4
.
1
教

育
総

務
課

付
議

1
3

議
案

第
3
7
号

新
潟

市
教

育
委

員
会

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

関
す

る
規

程
一

部
改

正
○

デ
ジ

タ
ル

行
政

推
進

課
と

情
報

シ
ス

テ
ム

課
の

所
管

に
関

す
る

事
項

の
一

部
改

正
R
5
.
4
.
1
教

育
総

務
課

付
議

1
4

付議　1



新潟市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年 月  日 

新潟市教育委員会 

教育長 

新潟市教育委員会規則第  号 

新潟市立図書館協議会運営規則の一部を改正する規則 

新潟市立図書館協議会運営規則（昭和３９年新潟市教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「第１９条第１項に規定する図書館に置かれる各図書館協議会（以下「各協議

会」という。）」を「第１９条第１項の規定により置かれる新潟市立図書館協議会（以下

「協議会」という。）」に改める。 

第２条から第５条までの規定中「各協議会」を「協議会」に改める。 

第６条（見出しを除く。）を次のように改める。 

第６条 協議会の庶務は、新潟市立中央図書館において行う。 

第７条中「各協議会」を「協議会」に改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

付議　2



1
/
2 

新
潟

市
立

図
書

館
協
議

会
運

営
規

則
(
昭
和

39
年
教

委
規
則

第
5号

)新
旧

対
照

表
 

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

（
趣

旨
）

 
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

新
潟

市
立

図
書

館
条

例
（

平
成

1
9
年

新
潟

市
条

例
第

1
1
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
り

、
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
置

か
れ

る
新

潟
市

立
図

書
館

協
議

会
（
以

下
「
協

議
会

」
と

い
う

。
）
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

新
潟

市
立

図
書

館
条

例
（

平
成

1
9
年

新
潟

市
条

例
第

1
1
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）
第

2
0
条

の
規

定
に
よ

り
、

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

図
書

館
に

置
か

れ
る

各
図

書
館

協
議

会
（
以

下
「
各

協
議

会
」
と

い
う

。
）
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
会

長
及

び
副

会
長

）
 

（
会

長
及

び
副

会
長

）
 

第
２

条
 

協
議

会
の

会
長

及
び

副
会

長
は

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
定

め
る

。
 

第
２

条
 

各
協

議
会

の
会

長
及

び
副

会
長

は
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

定
め

る
。

 

（
会

議
の

招
集

）
 

（
会

議
の

招
集

）
 

第
３

条
 

協
議

会
の

会
議

は
、

会
長

が
招

集
す

る
。
 

第
３

条
 

各
協

議
会

の
会

議
は

、
会

長
が

招
集

す
る

。
 

２
 

協
議

会
の

定
例

会
は

、
年

２
回

と
す

る
。

た
だ

し
、

必
要

に
応

じ
て

臨
時

会
を

開
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

各
協

議
会

の
定

例
会

は
、

年
２

回
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
に

応
じ

て
臨

時
会

を
開

く
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
会

議
の

成
立

）
 

（
会

議
の

成
立

）
 

第
４

条
 

協
議

会
の

会
議
は

、
委

員
の

定
数

の
半

数
以

上
の

委
員

が
出

席
し

な
け

れ
ば

開

く
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
同

一
事

案
に

つ
い

て
再

度
招

集
し

た
場

合
に

お
い

て
、

な
お

半
数

に
達

し
な

い
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

第
４

条
 

各
協

議
会

の
会

議
は

、
委

員
の

定
数

の
半

数
以

上
の

委
員

が
出

席
し

な
け

れ
ば

開
く

こ
と

が
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

同
一

事
案

に
つ

い
て

再
度

招
集

し
た

場
合

に
お

い

て
、

な
お

半
数

に
達

し
な

い
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
議

事
）

 
（

議
事

）
 

第
５

条
 

協
議

会
の

議
事
は

、
出

席
委

員
の

過
半

数
で

決
し

、
可

否
同

数
の

と
き

は
、

会

長
の

決
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

第
５

条
 

各
協

議
会

の
議

事
は

、
出

席
委

員
の

過
半

数
で

決
し

、
可

否
同

数
の

と
き

は
、

会
長

の
決

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
庶

務
）

 
（

庶
務

）
 

第
６

条
 

協
議

会
の

庶
務

は
、

新
潟

市
立

中
央

図
書

館
に

お
い

て
行

う
。
 

第
６

条
 

新
潟

市
立

中
央

図
書

館
の

図
書

館
協

議
会

の
庶

務
は

、
新

潟
市

立
中

央
図

書
館

に
お

い
て

、
そ

れ
以

外
の

図
書

館
協

議
会

の
庶

務
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

図
書

館
に

お
い

て
行

う
。
 

（
そ

の
他

）
 

（
そ

の
他

）
 

付議　3
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/
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改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

第
７

条
 

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
協

議
会

の
運

営
に

関
し
て

必
要

な
事

項

は
、

会
長

が
定

め
る

。
 

第
７

条
 

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

各
協

議
会

の
運

営
に

関
し

て
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
定

め
る

。
 

 

付議　4



新潟市教育委員会組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年 月  日 

新潟市教育委員会 

教育長 

新潟市教育委員会規則第  号 

新潟市教育委員会組織規則の一部を改正する規則 

新潟市教育委員会組織規則（平成１９年新潟市教育委員会規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１０号中「教職員住宅」を「旧教職員住宅」に改める。 

第１４条の２第３号を削る。 

第１９条の４第７号中「教職員住宅」を「旧教職員住宅」に改め、「南区及び」を削る。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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1
/
1 

新
潟

市
教

育
委

員
会
組

織
規

則
(
平
成

1
9年

教
委
規

則
第

6号
)新

旧
対
照

表
 

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

（
課

の
分

掌
事

務
）
 

第
４

条
 

前
条

に
規

定
す

る
課

の
分

掌
事

務
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

教
育

総
務

課
～

学
校

人
事

課
 

(
略

)
 

教
育

職
員

課
 

(
１

)
～

(
９

)
 

(
略

)
 

(
1
0)

 
旧

教
職

員
住

宅
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

第
1
4
条

の
２

 
中

央
図

書
館

を
除

く
図

書
館

の
分

掌
事

務
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と

す
る

。
 

（
課

の
分

掌
事

務
）
 

第
４

条
 

前
条

に
規

定
す

る
課

の
分

掌
事

務
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

教
育

総
務

課
～

学
校

人
事

課
 

(
略

)
 

教
育

職
員

課
 

(
１

)
～

(
９

)
 

(
略

)
 

(
1
0)

 
教

職
員

住
宅

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

第
1
4
条

の
２

 
中

央
図

書
館

を
除

く
図

書
館

の
分

掌
事

務
は

、
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

と

す
る

。
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略

）
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略

）
 

(
３

)
 

削
除

 
(
３

)
 

図
書

館
協

議
会

に
関

す
る

こ
と

（
豊

栄
図

書
館

、
亀

田
図

書
館
、

新
津

図
書

館
、

白
根

図
書

館
、

坂
井

輪
図

書
館

及
び

西
川

図
書

館
に

限
る

。
）

。
 

(
４

)
～

(
1
2
)
 

（
略

）
 

（
教

育
支

援
セ

ン
タ

ー
の

分
掌

事
務

）
 

第
1
9
条

の
４

 
教

育
支

援
セ

ン
タ

ー
の

分
掌

事
務

は
、

お
お

む
ね

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
６

)
 

(
略

)
 

(
７

)
 

所
管

区
域

に
所

在
す

る
旧

教
職

員
住

宅
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

（
西

蒲
区

の
教

育
支

援
セ

ン
タ

ー
に

限
る

。
）

。
 

(
８

)
～

(
1
6
)
 

(
略

)
 

(
４

)
～

(
1
2
)
 

（
略

）
 

（
教

育
支

援
セ

ン
タ

ー
の

分
掌

事
務

）
 

第
1
9
条

の
４

 
教

育
支

援
セ

ン
タ

ー
の

分
掌

事
務

は
、

お
お

む
ね

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
６

)
 

(
略

)
 

(
７

)
 
所

管
区

域
に

所
在

す
る

教
職

員
住
宅

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
（

南
区

及
び

西
蒲

区
の

教
育

支
援

セ
ン

タ
ー

に
限

る
。

）
。

 

(
８

)
～

(
1
6
)
 

(
略

)
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新潟市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年 月  日 

新潟市教育委員会 

教育長 

新潟市教育委員会規則第  号 

新潟市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

新潟市教育委員会公印規則（昭和４４年新潟市教育委員会規則第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１新潟市立図書館協議会長印の項を削る。 

別表第２（１０）を削る。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

付議　7



1
/
2 

新
潟

市
教

育
委

員
会
公

印
規

則
(
昭
和

4
4年

教
委
規

則
第

5号
)新

旧
対
照

表
 

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

名
称

 
規

格

（
ミ

リ

メ
ー

ト

ル
）

 

書 体
 

使
用

区
分

 
管

理
者

 
個 数

 

保
管

場

所
 

ひ な 形 番 号
 

（
略

）
 

削
除

 

             

削
除

 
削 除

 

削
除

 
削

除
 

削 除
 

削
除

 
削 除

 

名
称

 
規

格

（
ミ

リ

メ
ー

ト

ル
）

 

書 体
 

使
用

区
分

 
管

理
者

 
個 数

 

保
管

場

所
 

ひ な 形 番 号
 

（
略

）
 

新
潟

市
立

図

書
館

協
議

会

長
印

 

〃
 

 
 

2
4
 

〃
 

図
書

館
協

議
会

長
名

を
も

つ
て

す
る

行
政

文
書

用
 

中
央

図

書
館

、

豊
栄

図

書
館

、

亀
田

図

書
館

、

新
津

図

書
館

、

白
根

図

書
館

、

坂
井

輪

図
書

館

及
び

西

川
図

書

各 １
 

中
央

図

書
館

、
豊

栄
図

書

館
、

亀
田

図
書

館
、

新
津

図

書
館

、
白

根
図

書

館
、

坂
井

輪
図

書

館
及

び

西
川

図

書
館

 

５
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2
/
2 

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

  （
略

）
 

 

館
の

館

長
 

（
略

）
 

 

別
表

第
２

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

４
条

関
係

）
 

（
１

０
）

 
削

除
 

        
 

 
 

（
略

）
 

 

（
１
０
）
 

 

○
印

は
、

図
書

館
協

議
会

名
 

 
 

 
 

（
略

）
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 新潟市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和５年 月  日 

                         新潟市教育委員会  

                         教育長  

新潟市教育委員会規則第  号  

   新潟市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則  

 新潟市学校給食センター条例施行規則（平成１２年新潟市教育委員会規則第１３号）の

一部を次のように改正する。  

 別表新潟市小須戸学校給食センターの項中「新潟市立小須戸幼稚園」を削る。  

   附 則  

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。  
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新
潟

市
学

校
給
食

セ
ン
タ

ー
条
例

施
行
規

則
（
平

成
1
2
年

教
育

委
員
会

規
則
第

13
号

）
新
旧

対
照

表
 

改
正

後
（

案
）
 

現
行
 

備
考
 

別
表

（
第

２
条
関

係
）
 

給
食

セ
ン

タ
ー
 

対
象

学
校

等
 

（
略

）
 

（
略

）
 

新
潟

市
小

須
戸
学

校
給
食

セ
ン
タ

ー
 

新
潟

市
立

小
須
戸

小
学

校
 

 
新

潟
市
立

矢
代
田

小
学

校
 

 
新

潟
市
立

小
須
戸

中
学

校
 

（
略

）
 

（
略

）
 

    

別
表

（
第

２
条
関

係
）
 

給
食

セ
ン

タ
ー
 

対
象

学
校

等
 

（
略

）
 

（
略

）
 

新
潟

市
小

須
戸
学

校
給
食

セ
ン
タ

ー
 

新
潟

市
立

小
須
戸

幼
稚
園
 

 
新

潟
市
立

小
須
戸

小
学
校
 

 
新

潟
市
立

矢
代
田

小
学

校
 

 
新

潟
市
立

小
須
戸

中
学

校
 

（
略

）
 

（
略

）
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新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則をここに公布する。  

令和５年 月  日  

新潟市教育委員会  

教育長  

新潟市教育委員会規則第  号  

新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則  

新潟市教育委員会が取り扱う個人情報に係る新潟市個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和５年新潟市条例第 号）の施行に関しては、別に定めるもののほか、新潟市個

人情報の保護に関する法律施行条例施行規則（令和５年新潟市規則第 号）の例による。 

附 則  

 （施行期日）  

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

（新潟市個人情報保護条例施行規則の廃止）  

２ 新潟市個人情報保護条例施行規則（平成１３年教育委員会規則第９号）は廃止する。 
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新潟市死者情報の開示に関する条例施行規則をここに公布する。  

令和５年 月  日  

新潟市教育委員会  

教育長  

新潟市教育委員会規則第  号  

新潟市死者情報の開示に関する条例施行規則  

新潟市教育委員会が取り扱う個人情報に係る新潟市死者情報の開示に関する条例（令和

５年新潟市条例第 号）の施行に関しては、別に定めるもののほか、新潟市死者情報の開

示に関する条例施行規則（令和５年新潟市規則第 号）の例による。 

附 則  

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。  
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新潟市教育委員会情報通信技術の活用に関する規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

令和５年 月  日  

新潟市教育委員会  

教育長  

教育長訓令第  号 

   新潟市教育委員会情報通信技術の活用に関する規程の一部を改正する規程 

 新潟市教育委員会情報通信技術の活用に関する規程（平成３１年教育長訓令第４号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「及び」を「、並びに」に改め、「総務部デジタル行政推進課長」の次に 

「及び総務部情報システム課長」を加える。 

  附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

付議　14



 

新
潟

市
教

育
委
員

会
情
報

通
信
技

術
の
活

用
に
関

す
る
規

程
(平

成
3
1年

教
育
長

訓
令
第

４
号
)
新
旧

対
照

表
 

改
正

後
（

案
）
 

現
行
 

備
考
 

○
新

潟
市

教
育
委

員
会
情

報
通
信

技
術
の

活
用
に

関
す
る

規
程
 

○
新

潟
市

教
育
委

員
会
情

報
通
信

技
術
の

活
用
に

関
す
る

規
程
 

 

平
成
3
1年

３
月

28
日

教
育

長
訓
令

第
４
号
 

平
成
3
1年

３
月

28
日

教
育

長
訓
令

第
４
号
 
 

第
２

条
 

前
条

の
場

合
に

お
い
て

、
新

潟
市

情
報

通
信

技
術
の
活

用
に

関
す

る
規

程
中

、
最

高
情

報
統

括
責

任
者
（

Ｃ
Ｉ

Ｏ
）

の
権

限
と

さ
れ
て
い

る
事

項
は
総

務
部

を
所

管
す

る
副

市
長

に
、
最

高
情

報
統

括
副

責
任

者
（
副
Ｃ

Ｉ
Ｏ

）
の
権

限
と

さ
れ

て
い

る
事

項
は

総
務
部

長
に

、
並

び
に

最
高

情
報
統
括

責
任

者
補
佐

（
Ｃ

Ｉ
Ｏ

補
佐

）
の

権
限

と
さ
れ

て
い

る
事

項
は

総
務

部
デ
ジ
タ

ル
行

政
推
進

課
長

及
び

総
務

部
情

報
シ

ス
テ
ム

課
長

に
委

任
す

る
。

ま
た
、
部

の
長

は
教
育

次
長

、
課

の
長

は
新

潟
市

教
育
委

員
会

事
務

専
決

規
程

（
平
成
1
9
年

新
潟

市
教

育
長

訓
令

第
３
号

）
に
規

定
す
る

課
等
の

長
と
す

る
。
 

第
２

条
 

前
条

の
場

合
に

お
い
て

、
新

潟
市

情
報

通
信

技
術
の
活

用
に

関
す

る
規

程
中

、
最

高
情

報
統

括
責

任
者
（

Ｃ
Ｉ

Ｏ
）

の
権

限
と

さ
れ
て
い

る
事

項
は
総

務
部

を
所

管
す

る
副

市
長

に
、
最

高
情

報
統

括
副

責
任

者
（
副
Ｃ

Ｉ
Ｏ

）
の
権

限
と

さ
れ

て
い

る
事

項
は

総
務
部

長
に

及
び

最
高

情
報

統
括
責
任

者
補

佐
（
Ｃ

Ｉ
Ｏ

補
佐

）
の

権
限

と
さ

れ
て
い

る
事

項
は

総
務

部
デ

ジ
タ
ル
行

政
推

進
課
長

に
委

任
す

る
。

ま
た

、
部

の
長
は

教
育

次
長

、
課

の
長

は
新
潟
市

教
育

委
員
会

事
務

専
決

規
程

（
平

成
19
年

新
潟

市
教

育
長

訓
令

第
３

号
）
に
規

定
す

る
課
等

の
長

と
す

る
。
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議案第３８号  

教育財産の用途廃止について 

教育財産の用途廃止について、次のとおりとしたいため議決を求める。  

令和５年３月２０日提出 

新潟市教育委員会  

教育長 井崎 規之  

 

教育財産の用途廃止について 

 

１ 概要 

新潟市立幼稚園再編実施計画に基づき、小須戸幼稚園は令和５年３月３１日で閉園

となることから、令和５年４月１日付けで土地および建物を用途廃止する。 

 

２ 用途廃止する教育財産 

○小須戸幼稚園：新潟市秋葉区横川浜字潟端 527-1 

ア．土地 面積     2,832.00 ㎡ 

評価額   44,462,000 円（15,700 円/㎡） 

イ．建物 延床面積 695.54 ㎡（一般校舎：鉄筋コンクリート造平屋建て） 

               （園舎：木造平屋建て） 

評価額         7,700,000 円 

 

３．その他 

用途廃止後の土地・建物の利活用については未定 
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０
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児
童

生
徒

等
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内

感
染

状
況



１．概要

令和５年１月８日（日）に開催された、新潟市二十歳のつどいに関してアンケートを実施した。
【対象者】　二十歳のつどい参加対象年齢（平成１４（２００２）年４月２日～平成１５（２００３）年４月１日生まれ）の方
　　　　　　　テレサアプリ登録者数　４，７２９人、二十歳のつどいＬＩＮＥ登録者数　７９４人（式典開催時点。重複登録あり）
【実施方法】テレサアプリ及び二十歳のつどいＬＩＮＥ登録者に対し、アンケートＵＲＬを通知。
【期間】令和５年１月１６日～３１日（１６日間）
【回答者数】４１７件

２．アンケート結果

令和４年度新潟市二十歳のつどいアンケート集計結果について

朱鷺メッセに来場し、第一部に参加 ２２４人

朱鷺メッセに来場し、第二部に参加 １６２人

朱鷺メッセに来場したが、式典会場ホールに入場していない ３
０人

第一部：５３．７％

第二部：３８．
８％

朱鷺メッセに来場したが、入場し
ていない：７．２％

早かった ７人 少し早かった ２２人
ちょうどよかった ３０１人 少し遅かった ７１人
遅かった １３人 参加していない ３人

２、令和４年度新潟市二十歳のつどいの開始時間はいかがでしたか。

ちょうどよかった：７
２．２％

少し遅かった：１７．
０％

少し早かった：３．２％遅かった：３．１％

１、令和４年度新潟市二十歳のつどいにどのように参加しまし

R5.3.20 地域教育推進課

3月教育委員会定例会

報告案件資料

報告　1



一部 １０４人 二部 ２１９人 三部以上 １５人

その他 １人 わからない ７８人

二部：５２．５％

わからない：１８．７％

三部以上：３．６％

３、二十歳のつどい開催にあたり、部についてどちらが適切だと思われま
すか。

一部：２４．９％

１月開催（３連休の日曜日） ３４８人 ５月開催（ゴールデンウィーク中） ４９人

８月開催（お盆） １３人 ２～３月 １人

３月 ４人 その他 ２人

１月開催：８３．５％

５月開催：１１．８％

８月開催：３．１％

４、新潟市二十歳のつどい開催時期はいつがよろしいですか。

報告　2


